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国際教養大学役員報酬等支給基準 

 

平成 16 年 4 月 1 日 

大学経営会議決定 

規 程 第 1 1 3 号 

（総則） 

１ この基準は、公立大学法人国際教養大学（以下「法人」という。）の理事長、理

事及び監事（以下「役員」という。）に対する報酬及び退職手当の支給の基準につ

いて定める。 

 

（報酬の種類及び額） 

２ 役員に対する報酬は、年俸とする。 

３ 役員に対する年俸額は、次のとおりとする。 

 一 理事長     ２４，２２０，０００円 

 二 理事（常勤）   ２，０００，０００円 以上 ８，０００，０００円以下 

 三 理事（非常勤）  １，８００，０００円 

 四 監事         ９００，０００円 

 

（報酬の支給方法等） 

４ 報酬の支給方法等については、国際教養大学教職員給与規程を準用する。 

 

 （通勤費） 

５ 役員に対する通勤費の支給については、国際教養大学福利厚生規程を準用する。 

 

 （退職手当） 

６ 役員に対する退職手当は、これを支給しない。 

 

（届出） 

７ この基準に変更が生じた場合は、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表

しなければならない。 

 

 

附  則 

この基準は、平成１６年４月１日から施行する。 

附  則 

１  この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 理事長の報酬については、平成２０年４月１日から平成２２年３月３１日ま

での間に係るものに限り、本基準３一に定める額から当該年俸に百分の二十を
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乗じて得た額を減じた額を支給する。 

附  則 

この基準は、平成２３年９月１日から施行する。 

附  則 

この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


